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平成２５年第１回定例会

別 海 町 議 会 会 議 録

第２号（平成２５年３月８日）
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○議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第 ２号 平成２５年度別海町一般会計予算

日程第 ３ 議案第 ３号 平成２５年度別海町国民健康保険特別会計予算

日程第 ４ 議案第 ４号 平成２５年度別海町下水道事業特別会計予算

日程第 ５ 議案第 ５号 平成２５年度別海町介護サービス事業特別会計予算

日程第 ６ 議案第 ６号 平成２５年度別海町介護保険特別会計予算

日程第 ７ 議案第 ７号 平成２５年度別海町後期高齢者医療特別会計予算

日程第 ８ 議案第 ８号 平成２５年度町立別海病院事業会計予算

日程第 ９ 議案第 ９号 平成２５年度別海町水道事業会計予算

日程第１０ 議案第１８号 別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定につ

いて

日程第１１ 議案第１９号 別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基

準に関する条例の制定について

日程第１２ 議案第２０号 別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施

設の指定に係る入所定員等に関する条例の制定について

日程第１３ 議案第２１号 別海町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

日程第１４ 議案第２２号 別海町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いて

日程第１５ 議案第２３号 別海町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道

路の構造に関する基準を定める条例の制定について

日程第１６ 議案第２４号 別海町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条

例の制定について

日程第１７ 議案第２５号 別海町福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１８ 議案第２６号 別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第１９ 議案第２７号 別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例

の制定について

日程第２０ 議案第２８号 別海町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２１ 議案第２９号 別海町児童デイサービスセンターの条例の一部を改正する
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条例の制定について

日程第２２ 議案第３０号 別海町ごみ処理場条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第２３ 議案第３１号 別海町公衆トイレ設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第２４ 議案第３２号 別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

日程第２５ 議案第３３号 別海町北海道営草地整備改良事業並びに公社営畜産基地建

設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第２６ 議案第３４号 別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

日程第２７ 議案第３５号 尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第２８ 議案第３６号 別海町ふれあいランド条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第２９ 議案第３７号 別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

日程第３０ 議案第３８号 別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第３１ 議案第３９号 別海町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

日程第３２ 議案第４０号 別海町集落排水施設設置条例の一部を改正する条例の制定

について

日程第３３ 議案第４１号 町立別海病院特別対策基金条例を廃止する条例の制定につ

いて

日程第３４ 議案第４２号 別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する条例の制

定について

日程第３５ 議案第４４号 町道の路線認定について
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の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定につ

いて

日程第１１ 議案第１９号 別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業
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の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基

準に関する条例の制定について

日程第１２ 議案第２０号 別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施

設の指定に係る入所定員等に関する条例の制定について

日程第１３ 議案第２１号 別海町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

日程第１４ 議案第２２号 別海町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いて

日程第１５ 議案第２３号 別海町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道

路の構造に関する基準を定める条例の制定について

日程第１６ 議案第２４号 別海町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条

例の制定について

日程第１７ 議案第２５号 別海町福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１８ 議案第２６号 別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第１９ 議案第２７号 別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例

の制定について

日程第２０ 議案第２８号 別海町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２１ 議案第２９号 別海町児童デイサービスセンターの条例の一部を改正する

条例の制定について

日程第２２ 議案第３０号 別海町ごみ処理場条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第２３ 議案第３１号 別海町公衆トイレ設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第２４ 議案第３２号 別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

日程第２５ 議案第３３号 別海町北海道営草地整備改良事業並びに公社営畜産基地建

設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第２６ 議案第３４号 別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

日程第２７ 議案第３５号 尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第２８ 議案第３６号 別海町ふれあいランド条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第２９ 議案第３７号 別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

日程第３０ 議案第３８号 別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第３１ 議案第３９号 別海町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

日程第３２ 議案第４０号 別海町集落排水施設設置条例の一部を改正する条例の制定

について
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日程第３３ 議案第４１号 町立別海病院特別対策基金条例を廃止する条例の制定につ

いて

日程第３４ 議案第４２号 別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する条例の制

定について

日程第３５ 議案第４４号 町道の路線認定について

○出席議員（１６名）

１番 木 嶋 悦 寛 ２番 松 壽 孝 雄

３番 森 本 一 夫 ４番 今 西 和 雄
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１４番 戸 田 憲 悦 １５番 中 村 忠 士

１６番 佐 藤 雄 議 長 １８番 渡 政

○欠席議員（１名）

副議長 １７番 安 田 輝 男

○出席説明員

町 長 水 沼 猛 副 町 長 磯 田 俊 夫

教 育 長 真 籠 毅 代表監査委員 鈴 木 英 世

監 査 委 員 下川原 洋 総 務 部 長 竹 中 仁

福 祉 部 長 佐 藤 次 春 産業振興部長 有 田 博 喜

建設水道部長 天 田 豊 教 育 部 長 大 島 登

監査委員事務局長 上 月 昭 彦 農委事務局長 森 本 哲 男

病院事務長事務取扱 磯 田 俊 夫 会 計 管 理 者 半 田 雅 代

総 務 部 次 長 宮 部 正 好 福 祉 部 次 長 佐 藤 英 敏

福 祉 部 次 長 田 保 圭 乙 産業振興部次長 竹 内 伸 康

建設水道部次長 永 野 寛 昭 総 務 課 長 宮 部 正 好

総合政策課長 浦 山 吉 人 財 政 課 長 河 嶋 田鶴枝

税 務 課 長 宮 越 正 人 町 民 課 長 半 田 三喜男

福 祉 課 長 佐 藤 英 敏 福 祉 課 参 事 清 水 純 夫

特養建設準備室長 田 保 圭 乙 保 健 課 長 佐々木 勉

老 健 事 務 長 岡 田 一 芳 農 政 課 長 山 崎 茂

環境特別推進室長 登 藤 和 哉 水産みどり課長 小 湊 昌 博

商工観光課長 大 槻 祐 二 管 理 課 長 小 西 健 夫

事 業 課 長 千 葉 悦 男 上下水道課長 永 野 寛 昭

病院事務課長 佐 藤 一 彦

○議会事務局出席職員

事 務 局 長 土 井 一 典 主 幹 山 田 一 志
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○会議録署名議員

４番 今 西 和 雄 ５番 西 原 浩

６番 沓 澤 昌
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開会 午前 ９時５８分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（渡 政 君） 会議に入ります前に申し上げます。

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げておき

ます。

ただいまから、第２日目の会議を開きます。

ただいま出席している議員は、１６名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。

なお、欠席議員は１７番安田議員でございます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（渡 政 君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において指名いたします。

４番今西和雄議員、５番西原浩議員、６番沓澤昌 議員、以上３名を指名いたします。

ここでお諮りします。

提出されております日程第１７ 議案第２５号から日程第３５ 議案第４４号までの１

９件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第１７ 議案第２５号から日程第３５ 議案第４４号までの１９件に

ついては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議案第２号から日程第９ 議案第９号まで

○議長（渡 政 君） 日程第２ 議案第２号平成２５年度別海町一般会計予算、日程第

３ 議案第３号平成２５年度別海町国民健康保険特別会計予算、日程第４ 議案第４号平

成２５年度別海町下水道事業特別会計予算、日程第５ 議案第５号平成２５年度別海町介

護サービス事業特別会計予算、日程第６ 議案第６号平成２５年度別海町介護保険特別会

計予算、日程第７ 議案第７号平成２５年度別海町後期高齢者医療特別会計予算、日程第

８ 議案第８号平成２５年度町立別海病院事業会計予算、日程第９ 議案第９号平成２５

年度別海町水道事業会計予算の８件については、一括議題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで、説明者に申し上げます。

この８件の新年度予算については、予算審査特別委員会を設置し、詳細な審査をしたい

と考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明願います。

それでは、議案第２号平成２５年度別海町一般会計予算の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（竹中 仁君） 議案第２号の内容説明をいたします。

別冊の平成２５年度別海町一般会計予算書の１ページをお開きください。

議案第２号平成２５年度別海町一般会計予算。
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平成２５年度別海町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１４８億１,４００万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

第３条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、４０

億円と定める。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算で、歳入です。

１款町税、１項から５項で２１億１,０１９万３,０００円。

２款地方譲与税、１項と２項で３億７,８３０万円。

３款利子割交付金、１項で５２０万円。

４款配当割交付金、１項で８０万円。

５款株式等譲渡所得割交付金、１項で６０万円。

６款地方消費税交付金、１項で１億５,０００万円。

７款自動車取得税交付金、１項で６,０００万円。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で３,６４０万２,０００円。

９款地方特例交付金、１項で３６０万円。

１０款地方交付税、１項で６９億９,０００万円。

１１款交通安全対策特別交付金、１項で４４０万３,０００円。

１２款分担金及び負担金、１項と２項で３億２,１３４万２,０００円。

１３款使用料及び手数料、１項から３項で２億８,６６８万８,０００円。

１４款国庫支出金、１項から３項で９億３,３１６万１,０００円。

１５款道支出金、１項から３項で１１億９,８４６万８,０００円。

１６款財産収入、１項と２項で５,５０７万６,０００円。

１７款寄附金、１項で１０万円。

４ページをお開きください。

１８款繰入金、１項で５億３,０１３万４,０００円。

１９款繰越金、１項で１,０００万円。

２０款諸収入、１項から５項で６億４,２９３万３,０００円。

２１款町債、１項で１０億９,６６０万円。

歳入合計で、１４８億１,４００万円とするものです。

次に、５ページ、歳出です。

１款議会費、１項で８,７８１万１,０００円。

２款総務費、１項から６項で１１億９,８７６万４,０００円。

３款民生費、１項と２項で２０億３,７１２万７,０００円。

４款衛生費、１項と２項で１５億４,６０３万６,０００円。

５款労働費、１項で６３２万２,０００円。
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６款農林水産業費、１項から４項で２５億１,５１３万４,０００円。

７款商工費、１項で１億９,３０９万８,０００円。

６ページに進みます。

８款土木費、１項から５項で１４億６,４４７万４,０００円。

９款消防費、１項で５億３,８２３万１,０００円。

１０款教育費、１項から６項で１１億３,９１５万７,０００円。

１１款災害復旧費、１項と２項で７万５,０００円。

１２款公債費、１項で１８億６,８７４万６,０００円。

１３款給与費、１項で２１億８,９０２万５,０００円。

１４款予備費、１項で３,０００万円。

歳出合計で、１４８億１,４００万円とするものです。

次に、８ページをお開き願います。

第２表、地方債です。

起債の目的は、１段目の中春別福祉館改築事業から９ページになりますが、９ページの

下から３行目、全天候型トラック整備事業までの３０事業と、その次の段、臨時財政対策

債を合わせまして、限度額合計が１０億９,６６０万円でございます。起債の方法、利

率、償還の方法につきましては記載のとおりですので、省略をさせていただきます。

続いて、１１ページからの歳入歳出予算事項別明細書につきましては、総括歳入歳出全

て説明を省略させていただきまして、２４７ページの給与費明細書について説明を申し上

げます。

２４７ページをお開き願います。

給与費明細書です。

まず１の特別職でございますが、表の下段の比較の欄で御説明をいたします。比較欄の

一番上、長等の共済費が２万１,０００円の増で、合計２万１,０００円の増。議員が１名

減で、報酬が２３１万６,０００円、期末手当が８５万５,０００円ともに減額となり、給

与費計で３１７万１,０００円の減、これに共済費が３５３万８,０００円の減となりまし

て、合計で６７０万９,０００円の減額となります。その他の特別職につきましては２１

４名の増で、報酬が３１２万７,０００円の増、給与費計、合計ともに３１２万７,０００

円の増となります。特別職計では２１３名の増となりまして、給与費の内訳では報酬が８

１万１,０００円の増、期末手当が８５万５,０００円の減で、給与費計では４万４,００

０円の減、共済費につきまして３５１万７,０００円の減、合計では３５６万１,０００円

の減となるものでございます。

次に、２４８ページをお開き願います。

２の一般職です。

（1）の総括で、職員数は２７８名で、増減ございません。給料は、比較の欄で１,６０

０万円の減、職員手当は５５９万円の減、給与費の計で２,１５９万円の減。共済費は９

７５万円の増となりまして、合計といたしましては１,１８４万円の減となるものでござ

います。

次の職員手当の内訳、２４９ページ、(2)になりますが、給料及び職員手当の増減額の

明細並びに２５０ページから２５３ページ、(3)給料及び職員手当の状況につきまして

は、説明は省略をさせていただきます。

２５４ページをお開き願います。
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２５４ページからは、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末まで

の支出額、または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でござい

ます。

１件目の北海道市町村職員共済組合投資住宅賃借料の平成１３年度議決分から、最後２

６７ページまでございます。２６７ページまでお進みいただきまして、下から２段目、公

の施設にかかわる指定管理者に対する委託料、西春別運動広場まで全部で９４件でござい

ます。２６７ページ、一番下の段になりますけれども、債務負担行為の合計で、限度額は

５９億７９５万円、前年度、平成２４年度末までの支出見込み額は１４億７,４８３万６,

０００円、次に当該年度、平成２５年度以降になりますけれども、支出予定額が３２億

５,３２１万１,０００円。なお、ここの上段括弧内６億９,１５９万円につきましては、

平成２５年度の支出の予算額でございます。

当該年度以降の支出予定額の財源内訳ですけれども、特別財源といたしまして国・道支

出金が４億５,３３３万７,０００円、次の地方債が３億４８０万円、その他１５億８,５

５６万円、一般財源は９億９５１万４,０００円という内訳でございます。

最後のページ、２６８ページをお開きください。

こちらは地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現

在高の見込みに関する調書でございます。区分で１の公共事業等債から１５の都道府県貸

付金まで、合計で平成２３年度末現在高は１６０億２,９３５万６,０００円、平成２４年

度末現在高見込み額、その右側になります、１６０億６,６３２万８,０００円。平成２５

年度中の起債見込み額が１０億９,６６０万円で、償還見込み額の１６億３,２５６万２,

０００円とした平成２５年度末現在高見込み額は１５５億３,０３６万６,０００円となり

ます。

雑駁でございますが、以上で議案第２号の内容説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 次に、議案第３号平成２５年度別海町国民健康保険特別会計予

算、議案第５号平成２５年度別海町介護サービス事業特別会計予算、議案第６号平成２５

年度別海町介護保険特別会計予算、議案第７号平成２５年度別海町後期高齢者医療特別会

計予算の４件について、順次説明を求めます。

福祉部長。

○福祉部長（佐藤次春君） それでは、議案第３号平成２５年度別海町国民健康保険特別

会計予算の内容説明をいたします。

別冊の予算書をごらんいただきます。

本予算につきましては、例年のとおり医療費、あるいは課税所得の不確定、さらには各

種支援金、拠出金、納付金など、制度上の決定事項が４月に示されることから、６月補正

予算において肉づけを行うこととしており、補正を前提とした予算となっております。

それでは、１ページをお開きください。

平成２５年度別海町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２４億７,１００万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、５,
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０００万円と定める。

第３条、歳出予算の流用。

地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１号、保険給付費に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算。

まず、歳出です。款の金額で御説明いたします。

１款国民健康保険税、９億５,４３４万９,０００円。

２款国庫支出金、６億２,４９５万３,０００円。

３款療養給付費等交付金、５,０４１万３,０００円。

４款前期高齢者交付金、８,６１３万７,０００円。

５款道支出金、１億７,５１５万１,０００円。

６款共同事業交付金、３億５,３７０万円。

７款繰入金、１億２,６０２万６,０００円

８款繰越金、１万円。

９款諸収入、１億２６万１,０００円。

歳出合計で、２４億７,１００万円とするものです。

次に、３ページの歳入です。

１款総務費、２,０４０万１,０００円。

２款保険給付費、１４億７,２１７万円。

３款後期高齢者支援金等、３億７,９８５万９,０００円。

４款前期高齢者納付金等、３８万９,０００万円。

５款老人保健拠出金、２万円。

６款介護納付金、１億６,９６３万３,０００円。

７款共同事業拠出金、４億９３４万３,０００円。

８款保険事業費１,６４５万２,０００円。

次に、４ページです。

９款諸支出金、１７３万３,０００円。

１０款予備費、１００万円。

歳出合計で、２４億７,１００万円とするものであります。

次の歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略をさせていただきます。

２５ページをお開きください。

給与費明細書です。

１、特別職、これは国民健康保険運営協議会委員にかかわるものでございますが、表の

下段の比較の欄で説明いたします。

特別職７人は、前年度と変わりありません。給与費も報酬３４万７,０００円で、前年

と同じであります。

以上で、議案第３号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第５号平成２５年度別海町介護サービス事業特別会計予算の内容説明

を申し上げます。
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別冊の予算書、１ページをお開き願います。

平成２５年度別海町介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９億５,４４０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算。

まず、歳入です。

１款介護サービス費、４億５,１９９万６,０００円。

２款使用料及び手数料、８,７０８万４,０００円。

３款国庫支出金、２６０万円。

４款財産収入、９７万６,０００円。

５款繰入金、３億９,３６０万円。

６款繰越金、１万円。

７款諸収入、１,８１３万４,０００円。

歳入合計で、９億５,４４０万円とするものです。

次に、３ページの歳出です。

１款介護サービス事業費、４億２,５３９万３,０００円。

２款公債費、６,８６２万８,０００円。

３款給与費、４億５,７３７万９,０００円。

４款予備費、３００万円。

歳出合計で、９億５,４４０万円とするものであります。

次の歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただきます。

２５ページをお開きください。

給与費明細書です。

１一般職、(1)総括です。表の下段の比較の欄で御説明いたします。

職員数は、全体で前年度と変わりありませんが、老人保健施設で作業療法士１名増、訪

問看護ステーションで看護師１名減となっております。

給与費の給料で４２２万４,０００円の増、職員手当で１９３万７,０００円の増、共済

費で３３６万６,０００円の増、合計で９５２万７,０００円の増となるものです。

以下、職員手当の内訳等につきましては説明を省略させていただきます。

次に、３１ページをお開きください。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書です。

区分の合計欄で申し上げます。

平成２３年度末現在高は７億８,０６２万８,０００円、隣の平成２４年度末現在高見込

み額７億２,８３２万３,０００円、平成２５年度中増減見込みの平成２５年度中起債見込

み額はありません。平成２５年度中、元金償還見込み額は５,３６１万円、最後の平成２

５年度末現在高見込み額では６億７,４７１万３,０００円となるものです。

なお、区分欄の病院事業ですが、老人保健施設、訪問看護ステーション、医師及び医療

技術職員住宅、これらの建設事業に係る分となっております。
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次の厚生福祉施設整備事業ですが、デイサービスセンター建設に係る分で、平成２５年

度をもって元利償還が終了することとなるものです。

以上で、議案第５号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第６号平成２５年度別海町介護保険特別会計予算の内容説明を申し上

げます。

別冊予算書の１ページをお開き願います。

平成２５年度別海町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９億１,５２０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算。

まず、歳入です。

１款保険料、１億５,３３５万７,０００円。

２款分担金及び負担金、３７万６,０００円。

３款国庫支出金、２億１,１９０万５,０００円。

４款支払基金交付金、２億５,５３８万円。

５款道支出金、１億３,３１１万４,０００円。

６款財産収入、２万円。

７款繰入金、１億６,０００万７,０００円。

８款繰越金、１万円。

９款諸収入、１０３万１,０００円。

歳入合計で、９億１,５２０万円とするものです。

４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１,６１６万８,０００円

２款保険給付費、８億７,６２０万円。

３款地域支援事業費、１,９４１万１,０００円。

４款基金積立金、２万１,０００円。

５款諸支出金、４０万円。

６款予備費、３００万円。

歳出合計で、９億１,５２０万円とするものであります。

次の歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略をさせていただきます。

２１ページをお開きください。

給与費明細書です。

１、特別職ですが、介護認定審査会委員、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策

定委員にかかわるものとなっております。

表の本年度と比較の欄で御説明いたします。

特別職の人数は１４人、給与費の報酬は１０３万１,０００円で、いずれも前年度と変

わりありません。

以上で、議案第６号の内容説明を終わります。



─ 13 ─

続きまして、議案第７号平成２５年度別海町後期高齢者医療特別会計予算の内容説明を

申し上げます。

別冊の予算書の１ページをお開き願います。

平成２５年度別海町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億３,９３０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算。

まず、歳入です。

１款後期高齢者医療保険料、９,４０８万７,０００円。

２款繰入金、４,４９９万２,０００円。

３款繰越金、１,０００円。

４款諸収入、２２万円。

歳入合計で、１億３,９３０万円とするものです。

４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１６８万７,０００円

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１億３,４４０万３,０００円。

３款諸支出金、２１万円。

４款予備費、３００万円。

歳出合計で、１億３,９３０万円とするものであります。

次の歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただきます。

以上で、議案第７号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 次に、議案第４号平成２５年度別海町下水道事業特別会計予算、

議案第９号平成２５年度別海町水道事業会計予算の２件について、順次説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（天田 豊君） それでは、議案第４号平成２５年度別海町下水道事業特

別会計予算について御説明いたします。

別冊の予算書１ページをお開きください。

平成２５年度別海町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５億６,５２０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、継続費。

地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表

継続費」による。

第３条、債務負担行為。

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。
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第４条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。

３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。項の金額を省略し款の金額で申し上げます。

歳入。

１款分担金及び負担金、１項で３２６万円。

２款使用料及び手数料、１項と２項で１億５,２０１万７,０００円。

３款国庫支出金、１項で２,７１０万円。

４款繰入金、１項で３億４,１８０万３,０００円。

５款繰越金、１項で１万円。

６款諸収入、１項と２項で１,８８１万円。

７款町債、１項で２,２２０万円。

歳入合計で、５億６,５２０万円とするものです。

次、４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１項で１,２８９万４,０００円。

２款下水道施設費、１項で１億１,４６３万８,０００円。

３款集落排水施設費、１項と２項で１億２６５万３,０００円。

４款公債費、１項で３億１３７万５,０００円。

５款給与費、１項で３,０６４万円。

６款予備費、１項で３００万円。

歳出合計、５億６,５２０万円とするものです。

５ページです。

第２表、継続費です。

１款下水道施設費１項下水道施設費、事業名特定環境保全公共下水道事業、総額９,２

００万円、年割額、平成２５年度３,４００万円、平成２６年度５,８００万円とするもの

です。

６ページをお開きください。

第３表、債務負担行為です。

事項、平成２５年度水洗便所改造等資金融資による金融機関に対する損失補償、これは

貸し付けした資金を返済できないケースが出た場合に、その損失を補償するものです。期

間は、平成２５年度から平成３０年度までで、限度額は２１０万円です。

別海町水洗便所改造資金融資条例に基づく金融機関に対する負担、これは平成２５年度

融資分に対する利子補給です。期間は、平成２６年度から平成３０年度までで、限度額は

１万円です。

７ページです。

第４表、地方債です。

起債の目的、特定環境保全公共下水道事業、限度額が１,３８０万円、漁業集落排水事

業、限度額が８４０万円、合計限度額２,２２０万円。起債の方法及び償還の方法につき

ましては、記載のとおりですので省略させていただきます。

次の歳入歳出予算事項別明細書、１総括、２歳入、３歳出については説明を省略いたし
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ます。

２１ページをお開きください。

給与費明細書です。

１、一般職、(1)総括、区分の欄の下段比較で申し上げます。

職員数１名の増、給与費、給料１３０万円の増、職員手当８５万８,０００円の増、給

与費、計で２１５万８,０００円の増、共済費１２３万１,０００円の増、合計で本年度３

３８万９,０００円増の３,０４０万円の予定です。

次の職員手当の内訳、給料及び職員手当の増減額明細等の説明は省略いたします。

次に、２５ページをお開きください。

継続費についての前々年度末での支出額、前年度末での支出額または支出額の見込み及

び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書です。

合計で申し上げます。

事業名、特定環境保全公共下水道事業、全体計画事業費９,２００万円のうち平成２５

年度末までの支出予定額３,４００万円、平成２６年度以降支出予定額５,８００万円、継

続費の総額に対する進捗率３７.０％の予定です。

次、２６ページをお開きください。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書です。

下水道事業債一般分と臨時財政特例債等の合計で申し上げます。

平成２５年度末現在高２３億８,５８４万２,０００円、平成２４年度末現在高見込み額

２１億５,４３７万７,０００円。平成２５年度中増減見込みで、平成２５年度中起債見込

み額２,２２０万円。平成２５年度中元金償還見込み額２億４,６２８万７,０００円、平

成２５年度末現在高見込み額１９億３,０２９万円の予定です。

以上で、議案第４号の説明を終わります。

引き続き議案第９号平成２５年度別海町水道事業会計の予算について御説明いたしま

す。

別冊の予算書、１ページをお開きください。

第１条、総則。

平成２５年度別海町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を次のとおりとする。

（1）給水件数、７,１２３件。

（2）年間総給水量、５３３万７０７立方メートル。

（3）１日平均給水量、１万４,５６５立方メートル。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。第１款水道事業収益、第１項と第２項合わせて７億１,４７８万５,０００円。

支出。第１款水道事業費用、第１項から第３項まで合わせて５億３２９万５,０００

円。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億４,４１９万３,０００円は、減債
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積立金１億３,３９６万５,０００円。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９４９万２,０００円。

過年度分損益勘定留保資金２億７３万６,０００円で補填するものとする。

収入。

第１款資本的収入、第１項で９４７万円。

支出。

第１款資本的支出、第１項から第３項合わせて３億５,３６６万３,０００円。

２ページをお開きください。

第５条、債務負担行為。

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

財務省用地賃貸料、期間、平成２６年度から平成２７年度まで、限度額、１万４,００

０円。

第６条、一時借入金。

一時借入金の限度額は５,０００万円と定める。

第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（1）職員給与費６,４１５万９,０００円。

（2）交際費５万円。

第８条、たな卸資産購入限度額。

たな卸資産の購入限度額は１,４７５万８,０００円と定める。

第９条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

ができるものとする。

３ページ、４ページの予算実施計画の説明は省略いたします。

５ページをお開きください。

平成２５年度別海町水道事業会計資金計画です。

受入資金、支払資金の差し引き金額で申し上げます。

前年度、これは平成２４年度決算見込み額で２８億３,３７８万７,０００円、当年度予

定額が２９億２６６万３,０００円、増減で６,８８７万６,０００円の増となる予定で

す。

次、６ページをお開きください。

給与費明細書です。

１、総括。比較の合計で申し上げます。

職員数、一般職、増減はありません。給与費、給料３４万５,０００円の増、手当３５

万６,０００円の増、計７０万１,０００円の増。法定福利費、７６万１,０００円の増。

合計で、本年度１４６万２,０００円増の６,４１５万９,０００円の予定です。

以下、手当内訳、２、給料及び手当の増減額の明細、３、給料及び手当の状況、損益計

算書、貸借対照表につきましては説明を省略いたします。

以上で、議案第９号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 次に、議案第８号平成２５年度町立別海病院事業会計予算の説明
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を求めます。

病院事務課長。

○病院事務課長（佐藤一彦君） 議案第８号の内容説明をいたします。

お手元の町立別海病院事業会計予算書の１ページをお開き願います。

平成２５年度町立別海病院事業会計予算。

第１条、総則。

平成２５年度町立別海病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量は、次のとおりとする。

１、病床数、８４床。２、年間患者数９万７,３５５人。３、一日平均患者数３６７

人。４、主要な建設改良事業、(1)町立別海病院整備事業、事業費８１０万円。旧病院の

敷地造成工事です。(2)医療機械器具購入事業、事業費８,５１１万４,０００円、エック

ス線撮影装置ほか検査機器及び医療連携システム構築費が主なものです。

第３条、収益的収支及び支出。

収益的収支及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

１款病院事業収益、１項から３項合わせまして１８億９,７５０万２,０００円。

支出。

１款病院事業費用、１項から４項合わせまして２０億３,０８３万４,０００円。

次に、２ページをお開き願います。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３,９０９万１,０００円は、過年度分損

益勘定留保資金３,９０９万１,０００円で補填するものとする。

収入。

１款資本的収入、１項から３項合わせまして１億２,９４９万４,０００円。

支出。

１款資本的支出、１項から２項合わせまして１億６,８５８万５,０００円。

第５条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

起債の目的。医療機械器具購入事業６,９５０万円。

なお、起債の方法、利率、償還方法については、表のとおりです。

第６条、一時借入金。

一時借入金の限度額は５,０００万円と定める。

第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（1）職員給与費１２億８,２４８万５,０００円。

（2）交際費１８０万円。

第８条、他会計からの補助金。

次に掲げる事由により、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定

める。

繰り出し基準に基づく繰入金の経費が１から６までとなっております。
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第９条、たな卸資産の購入限度額。

たな卸資産の購入限度額は２億７４６万６,０００円と定める。

第１０条、重要な資産の取得。

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類、器械備品。名称、エックス線撮影装置購入ほか、数量、一式。

第１１条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

ができるものとする。

次に、８ページをお開きください。

町立別海病院事業会計資金計画でございます。

上段、受入資金、当年度予定額は２４億６,３８８万６,０００円。中段、支払資金、当

年度予定額２３億２,８６４万６,０００円。差し引き１億３,５２４万円。この額が、平

成２６年３月末の現金預金の残額となる予定です。

続きまして、９ページになります。

１、総括。まず職員数ですが、本年度８２名、前年度からの増減なしです。

給与費につきましては、合計の欄で、本年度１０億２,４００万円、比較で１億９０５

万４,０００円の増です。法定福利費、本年度２億５,８４８万５,０００円、比較で１,９

６４万円の増です。

なお、以下の説明につきましては省略させていただきます。

以上で、議案第８号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 以上で、議案第２号から議案第９号までの平成２５年度別海町各

会計予算８件について、内容説明が終わりました。

ここでお諮りします。

平成２５年度別海町各会計予算の８件については、全員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置して、これに付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号から議案第９号までの８件については、全員をもって構成する

予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

なお、特別委員会の名称は、平成２５年度別海町各会計予算審査特別委員会とします。

次に、委員長及び副委員長の選出については、さきの議会運営委員会において、先例に

基づき候補者が選考されております。

お諮りします。

委員長及び副委員長の選出については、議会運営委員会での選考に基づき、委員長に、

１２番松 議員、副委員長に、６番沓澤議員とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、平成２５年度別海町各会計予算審査特別委員会の委員長に１２番松 議

員、副委員長に６番沓澤議員と決定しました。

お諮りします。
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ただいま、全員による平成２５年度別海町各会計予算審査特別委員会が設置されました

ので、本会議での質疑は省略したいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、質疑は、省略することに決定しました。

ここで、１０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

──────────────

午前１１時１０分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１０ 議案第１８号から日程第１２ 議案第２０号まで

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１０ 議案第１８号別海町介護保険法に基づく指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定につい

て、日程第１１ 議案第１９号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の制定について、日程第１２ 議案第

２０号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員

等に関する条例の制定についての３件については関連がありますので、一括議題といたし

ます。

内容について順次説明を求めます。

福祉部長。

○福祉部長（佐藤次春君） 議案第１８号、第１９号、第２０号につきましては、一括し

て内容説明をいたします。

３件の議案につきましては、新たに条例を制定しようとするものですが、条文に規定す

る内容が多岐にわたっており、条項も大変多いことから、議案の朗読等は省略をさせてい

ただきまして、条例制定の趣旨、経緯、条例案の概要等につきまして、別冊の資料により

説明させていただきます。

議案資料の１ページをお開き願います。

介護保険法に基づく地域密着型サービスの基準等に関する条例に係る概要でございま

す。

初めに、条例制定の趣旨・経緯についてですが、平成２３年度に「地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる（地

域主権改革一括法）」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律」が公布され、介護保険法が改正されました。

これに伴い、今まで法令で定めていた地方公共団体に対する義務づけの基準は、条例委

任することとなり、都道府県・市町村は国の基準を参考に条例で定めることが必要となり

ました。地域密着型サービス部分の基準を担当する市町村は、次の国の基準を踏まえなが

ら、地域の実情に基づいた内容の条例を制定することになっています。

国の基準の分類と基準の意味につきましては、表に記載しておりますが、基準は三つに

分類されます。まず、従うべき基準は、条例の内容を直接的に拘束する必ず適合しなけれ
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ばならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は

許容されるが、異なる内容を定めることができないとされるものです。

次に、標準ですが、法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある

範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもので

す。

もう一つは参酌すべき基準、自治体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて

異なる内容を定めることが許容されるものとなっております。

また、これらの条例の施行につきましては、平成２５年４月１日を予定しております。

なお、本町の地域密着型サービスは、現時点で認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）が２カ所、小規模多機能型居宅介護が１カ所となっております。第５期介護保険

事業計画、これは平成２４年度から平成２６年度までの３年間ですが、この計画では地域

密着型サービス事業の新設予定はありません。

それでは、最初に１の議案第１８号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の概要について説明します。

条例（案）は、議案の１７ページから１２３ページとなっております。

まず、１のこの条例の対象となるサービスですが、①定期巡回・随時対応型訪問介護看

護から、⑧複合型サービスまでの八つのサービスです。なお、メッシュをかけております

④小規模多機能型居宅介護、⑤認知症対応型共同生活介護、この二つが現在、別海町に該

当するサービスであります。

２ページになりますが、(2)条例の基準となる省令ですが、指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準によることとなります。

従うべき基準は、ここに記載のとおり、指定地域密着型サービスに従事する従業者に係

る基準及び当該従業者の員数。指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積。小規

模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員。指定地域密着型

サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適

切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関するものとして省令で

定めるもの。

標準は、指定地域密着型サービスの事業に係る利用定員。

参酌すべき基準として、従うべき基準、標準に掲げるもの以外の基準ということになり

ます。

(3)町の考え方ですが、条例で定める基準のうち、「従うべき基準」及び「標準」につ

きましては、省令どおりの基準とします。「参酌すべき基準」では、町の独自の内容とし

て「非常災害対策」について採用したいと考えています。

その内容は、（表１）のとおりとし、省令と異なる基準（町独自基準）とします。

その他については、全て省令どおりの基準とします。

（表１）の項目ですが、非常災害対策、対象サービスは、ここに記載の四つのサービス

になります。これらについて、省令では、非常災害に対する具体的な計画を立案するこ

と、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制の整備、地域住民の参加が得られるよ

うな避難訓練等の実施とされております。

町の基準としまして、国の基準に以下の項目を追加するということにしております。非

常災害に係る対策を講ずるに当たっては、地域の特性を考慮して、地震災害、津波災害、

風水害、その他の自然災害に係る対策を含むものとしなければならないということです。
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これを追加する理由としまして、道と同じ考えに基づき、火災以外の非常災害を想定し

た対策を講じさせるためということであります。

次に、３ページになります。

２の議案第１９号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効率

的な支援の方法に係る基準に関する条例の概要でございます。

条例（案）につきましては、議案の１２４ページから１７０ページまでとなっておりま

す。

まず最初に、対象となるサービスですが、①から③までの三つの介護サービスとなって

おります。なお、②介護予防小規模多機能型居宅介護、③介護予防認知症対応型共同生活

介護、この二つが現在、別海町で該当するサービスとなっております。

次に、(2)の条例の基準となる省令ですが、指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準、これによるものとなります。

従うべき基準ですが、議案第１８号とほぼ同様でございまして、ここに記載のとおりと

なっております。

(3)町の考え方といたしまして、これにつきましても議案第１８号と同様に、条例で定

める基準のうち「従うべき基準」及び「標準」については、省令どおりの基準とします。

「参酌すべき基準」では、町の独自の内容として「非常災害対策」について採用したいと

考えております。

内容につきましては（表２）のとおりとし、省令と異なる基準（町独自の基準）としま

す。この内容につきましては、議案第１８号と同じでありますので、説明は省略させてい

ただきます。

次に、４ページです。

３の議案第２０号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に

係る入所定員に関する条例の概要についてです。

条例（案）につきましては、議案の１７１ページ、１７２ページになります。

(1)の条例の対象となる事項ですが、基準省令、ただいま説明いたしました議案第１８

号以外の条例委任を伴う２件について、条例で制定するということです。

(2)としまして、基準省令以外の条例委任事項と町の考え方ですが、介護保険法で定め

る指定地域密着型サービス事業者及び介護予防指定地域密着型サービス事業者の申請者の

資格について、市町村が条例で定めるものとなっております。

介護保険法施行規則で定める基準と同じとするものでございます。指定地域密着型サー

ビスの指定申請有資格者を法人とする。指定地域密着型介護予防サービスの指定申請有資

格者を法人とするということです。

２番目の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る入所定員が２９人以下で、

市町村が条例で定める数についてですが、これについては法令と同じとする。２９人以下

とするということでございます。

(3)の指定申請資格者が法人となるサービスにつきましては、①定期巡回・随時対応型

訪問介護看護から⑧複合型サービスまでの八つの介護とサービスと三つの介護予防サービ

スとなります。

大変雑駁ではありましたが、以上で議案第１８号から議案第２０号までの内容説明とさ
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せていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第１８号から議案第２０号までの３件について内容説明が終

わりましたので、これから一括質疑を行います。

質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

ただいま一括議題となっています議案第１８号別海町介護保険法に基づく指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定の件、議案第１９

号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

係る基準に関する条例の制定の件、議案第２０号別海町介護保険法に基づく指定地域密着

型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の制定の件の３件は、福祉医療

常任委員会に付託します。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第２１号

○議長（渡 政 君） 日程第１３ 議案第２１号別海町新型インフルエンザ等対策本部

条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

福祉部長。

○福祉部長（佐藤次春君） 議案第２１号別海町新型インフルエンザ等対策本部条例の制

定についての内容説明をいたします。

議案は１７３ページになります。

本件につきましては、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成２４年５月１１

日公布され、この法律において都道府県及び各市町村は、新型インフルエンザ等対策本部

に関し条例で定めると規定されたことに伴い、新たに条例を制定するものであります。

国の新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定された理由につきましては、平成２１

年に発生いたしました新型インフルエンザは、病状の程度がそれほど重くならないもので

ありましたが、現在、東南アジア等で散発的に発生している高病原性鳥インフルエンザに

感染し、死亡する例が報告されております。このインフルエンザが変異してヒトからヒト

に感染するようになった場合、多くの人命が失われるおそれがあり、社会全体の混乱も懸

念されます。こうした状況の下で、新型インフルエンザや同様な危険性のある新型感染症

に対して、３年前の新型インフルエンザの教訓を踏まえつつ、国民の健康被害を最小限に

とどめることを目的に、必要な法制が整えられたものであります。

この条例では、新型インフルエンザ等対策本部設置に係る組織、会議の招集、構成員等

について定めております。国の対策本部において、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が

なされたときは、この条例に基づき、直ちに町長を本部長とする別海町新型インフルエン

ザ等対策本部を設置することになるものでございます。

なお、国の特措法は、平成２４年５月１１日に公布されましたが、施行期日は公布の日

から１年を超えない範囲内に制令で定める日から施行するとなっておりますので、本条例

につきましても附則において、施行期日をそのように規定しております。

今後のスケジュールとしましては、５月上旬に特措法の施行が予定されております。６

月以降に新型インフルエンザ等の発症に備えた政府行動計画が策定され、その後、北海道
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行動計画、そして市町村行動計画を策定することになります。市町村行動計画には、市町

村が実施する措置として、新型インフルエンザ等に関する情報の住民等への適切な提供、

予防接種の実施、新型インフルエンザ等の蔓延の防止、生活環境の保全、他の地方公共団

体との連携に関する事項などが定められる予定でございます。

それでは、条文を朗読し、提案にかえさせていただきます。

別海町新型インフルエンザ等対策本部条例。

第１条、目的。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下

「法」という。）第３７条において準用する法第２６条の規定に基づき、別海町新型イン

フルエンザ等対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第２条、組織。

新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、新型インフルエンザ

等対策本部の事務を総括する。

２項、新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を

助け、新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。

３項、新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を

受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。

４項、新型インフルエンザ等対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職

員を置くことができる。

５項、前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

第３条、会議。

本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行う

ため、必要に応じ新型インフルエンザ等対策本部の会議（以下、この条において「会議」

という。）を招集する。

２項、本部長は、法第３５条第４項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者

を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

第４条、部。本部長は、必要と認めたときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置

くことができる。

２項、部に属する本部員は、本部長が指名する。

３項、部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

４項、部長は、部の事務を掌理する。

第５条、雑則。

前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部

長が定める。

附則として、この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条

例の公布の日いずれか遅い日から施行する。

なお、条例第２条、組織では、本部長、副本部長、本部員の職務等について規定してお

りますが、特措法において本部長は市町村長をもって充てる。本部員は、副市町村長、市

町村教育委員会の教育長、消防長又はその指名する消防吏員のほか、町職員のうちから町

長が任命する。

また、副本部長は、本部員のうちから町長が指名すると定められているものでありま

す。
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以上で、議案第２１号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

ただいま議題となっています議案第２１号別海町新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定の件は、福祉医療常任委員会に付託します。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第２２号から日程第１６ 議案第２４号まで

○議長（渡 政 君） 日程第１４ 議案第２２号別海町道路の構造の技術的基準等を定

める条例の制定について、日程第１５ 議案第２３号別海町高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、日程第１６

議案第２４号別海町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について

の３件については関連がありますので、一括議題といたします。

内容について順次説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（天田 豊君） 議案第２２号、２３号、２４号につきましては、地域主

権改革一括法に伴う制定であることから、合わせて一括御説明いたします。

なお、議案の朗読につきましては省略をさせていただきまして、議案資料により説明を

させていただきます。

議案資料の５ページをお開きください。

初めに、条例制定の趣旨・経緯について御説明いたします。

本案は、平成２３年度に「地域主権改革一括法」が公布され、道路法、高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び河川法の一部改正に伴い、国の政令、省令で

定められていた「道路の構造に関する基準」、「道路標識、区画線及び道路標示に関する

基準」、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」及び「河川管理施設の

構造基準」を町の条例で定めることが必要となりました。

条例制定の基準の分類、基準の意味につきましては、先ほど福祉部長のほうから説明し

ておりますので、割愛させていただきます。

なお、条例の施行は、平成２５年４月１日を予定しております。

次に、各条例の概要について、議案ごとに御説明をさせていただきます。

まず最初に、議案第２２号別海町道路の構造の技術的基準等を定める条例（案）の概要

です。

(1)条例の対象となる事項です。

本条例の対象となる道路は、道路法の規定に基づき町が管理し、今後、新築又は改築す

る道路が対象となります。

(2)条例の基準となる省令等です。

①道路構造令、②道路構造令施行規則、③車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省

令、④道路標識、区画線及び道路標示に関する命令であります。

表中の従うべき基準は、①設計車両、②建築限界、③橋、高架、④自転車専用道路及び

自転車歩行者専用道路、⑤歩行者専用道路の５項目であります。
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また、参酌すべき基準は、①幅員から⑫歩行者専用道路までの１２項目となります。

次に、６ページです。

(3)町の考え方。

条例を定めるに当たりまして、これまで国の基準により道路整備を行ってきていること

から、基本的には国と同一の基準を条例に定めるものとしています。ただし、積雪寒冷地

等地域性により北海道が独自に定めた基準につきましては、本町も同一の基準を条例に定

めるものとしています。また、町の道路に該当がなく、今後の整備も想定されない内容に

ついては、条例制定の対象外としております。

それでは、国の基準と町の基準との関係について御説明いたします。

（イ）道路の構造の技術的基準の表をごらんください。

表中、次の７項目については、北海道に倣い独自の規定として定めています。

順次、簡単に説明していきたいと思います。

路肩につきましては、歩道を整備するほどの歩行者や自転車の交通量がない場合におい

ても通行スペースの確保のために、路肩の幅員を広げることができること。

次に、停車帯ですが、観光のための停車の需要がある場合に、停車帯を設けることがで

きること。

次に、歩道につきましては、標準的な幅員での整備が困難な場合に、例外的に歩行者の

すれ違いが可能な１.５メートルまで幅員を縮小することができることとしております。

また、堆雪幅は、堆雪スペースを設けることを条例上明確化しております。

なお、視距、縦断勾配及び７ページになりますが、縦断曲線につきましては、氷結した

路面での制動停止距離を考慮した視距縦断勾配及び縦断曲線とすることを規定しておりま

す。

上記以外の車線、自転車道、トンネル等につきましては、国の基準どおりとしておりま

す。

次に、（ロ）道路標識に関する基準です。

道路管理者が設置する道路標識の寸法については、国の基準どおりとしております。例

としまして、図に示すとおり、案内標識、警戒標識の寸法及び文字の大きさを規定するも

のです。

次に、（ハ）条例制定の対象外です。

町の道路に該当がなく、今後の整備も想定されない施設及び項目であり、基準を定める

必要性のない項目を示しています。

次に、８ページです。

議案第２３号別海町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関す

る基準を定める条例（案）の概要について御説明いたします。

(1)条例の対象となる事項です。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法です

が、第１０条第１項では、特定道路の新設・改築を行うときに、道路移動等円滑化基準へ

適合していなければならないという適合義務があります。しかし、町内には、特定道路に

指定されている路線及び区間はありませんが、同条第４項では、「道路管理者は、その管

理する道路（新設特定道路を除く。）を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。」とされておりまして、努力義務が課せられて

おります。
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このことから、条例制定の対象としております。

次に、(2)条例の基準となる省令であります。

①高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、②高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行令、③移動等円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準を定める省令であります。

なお、表に示すとおり、全ての基準が参酌すべき基準でありまして、①歩道から⑥移動

等円滑化のために必要なその他施設等までの６項目となっております。

次に、町の考え方です。

国の基準を参酌して検討した結果から、歩行者の面的利用に配慮した道路基準とする必

要がありますので、これまでの基準と同様の基準を条例に定めるものとしています。

また、町の道路に該当がなく、今後の整備も想定されない内容につきましては、条例制

定の対象外としております。

次に、９ページをお開きください。

（イ）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準の表で

ございます。

国の基準と町の基準との関係になりますが、項目、第２章歩道から第７章移動等円滑化

のために必要なその他施設等までの５項目につきましては、国の基準どおりと定めていま

す。

ただし、第２章歩道及び第３章立体横断施設については、北海道が北海道福祉のまちづ

くり条例との整合を図るため修正を加えていることから、町も同じく追記をしているとこ

ろです。

続きまして、（ロ）条例制定の対象外です。

第５章路面電車停留所については、町内に路面電車がないことから、条例制定の対象外

としております。

次に、１０ページになります。

議案第２４号別海町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例（案）の概要

について御説明いたします。

(1)条例の対象となる事項です。

河川法第１００条（この法律を準用する河川）で規定する、一級河川及び二級河川以外

の河川で、市町村長が指定及び管理する河川に、河川管理施設又は法第２６条第１項の許

可を受けて設置される堤防その他の主要な構造物を新築又は改築する場合に対象となりま

す。

なお、現在、町内で管理している準用河川は「コムニウシ川」の１河川となっておりま

す。

(2)条例の基準となる省令です。

①河川管理施設等構造令、②として河川管理施設等構造令施行規則であります。

表に示すとおり、全ての基準が参酌すべき基準で、①ダムから⑧伏せ越しの８項目を示

しております。

次に、(3)町の考え方です。

町内の準用河川の規模・施設等を考慮した結果、参酌すべき基準である河川管理施設等

構造令を準用して、必要である次の項目について条例で定めます。また、町の準用河川に

該当がなく、今後の整備も想定されない内容については、条例制定の対象外としておりま
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す。

それでは、（イ）河川管理施設等の構造の技術的基準です。

基準に示すように、第３章堤防から第９章伏せ越しの６項目を国の基準どおりとして定

めております。ただし、小河川のために高規格堤防については、規定しないこととしてお

ります。また、堤防の高さは計画高水位に加える値を０.６メートル、天端幅は３メート

ル以上としております。

また、第５章堰については、可動堰の可動部の径間長について川幅が狭いため、規定し

ないこととしております。

（ロ）条例制定の対象外です。

町の準用河川に該当がなく、今後の整備も想定されないため、第２章ダム及び第７章排

水機場、取水塔については、条例制定の対象外としております。

大変雑駁ではありますが、以上で議案第２２号、２３号、２４号の内容説明を終わりま

す。

○議長（渡 政 君） 議案第２２号から議案第２４号までの３件について、内容説明が

終わりましたので、これから一括質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

ただいま一括議題となっています議案第２２号別海町道路の構造の技術的基準等を定め

る条例の制定の件、議案第２３号別海町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

道路の構造に関する基準を定める条例の制定の件、議案第２４号別海町準用河川管理施設

等の構造の技術的基準を定める条例の制定の件の３件は、産業建設常任委員会に付託しま

す。

──────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第２５号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１７ 議案第２５号別海町福祉施設条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（河嶋田鶴枝君） 議案第２５号の内容を御説明いたします。

議案、２２３ページをお開きください。

議案第２５号別海町福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について。

本件につきましては、このたび中西別福祉館が完成したことに伴い、中西別福祉館の名

称及び位置の変更をするものです。

議案本文を朗読いたします。

別海町福祉施設条例の一部を改正する条例。

別海町福祉施設条例（平成１４年別海町条例第４６号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「中西別福祉館、別海町中西別光町４０番地、３９番地、３８番地」を「中

西別ふれあいセンター、別海町中西別光町３８番地１」に改める。

附則。この条例は、公布の日から施行する。

なお、この条例で定める福祉施設は、西春別ふれあいセンター、中西別福祉館、中春別

福祉館の３施設でありますが、平成２５年度に改築を予定している中春別福祉館につきま
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しても改築終了時名称の変更を行い、「福祉施設」の名称を「ふれあいセンター」に統一

する予定でおります。

以上で、議案第２５号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第２６号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１８ 議案第２６号別海町立へき地保育園条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

福祉部次長。

○福祉部次長（佐藤英敏君） 議案第２６号別海町立へき地保育園条例の一部を改正する

条例の制定について内容を説明いたします。

本件につきましては、美原地区の近年の急激な少子化により、美原へき地保育園に在籍

する園児が、３年連続一桁となっております。加えて、今後も園児がふえるという予想は

立たず、集団的療育の環境をどうするかを保護者の会及び地区連合町内会と協議を重ねて

まいりました。

昨年の秋、新年度から中春別へき地保育園へ統合することで、地元の了解を得たところ

です。

条例の内容は、議案資料で説明をいたします。

資料の１２ページです。

新旧対照表、右側の改正前の第２条表中、「美原へき地保育園」の項目を削除するもの

です。

なお、附則といたしまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行するというもの

であります。

以上、議案第２６号の内容説明とします。

○議長（渡 政 君） 議案第２６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

ここで、１時まで休憩いたします。

午後 ０時００分 休憩

──────────────

午後 ０時５８分 再開

○議長（渡 政 君） それでは、午前中に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第２７号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１９ 議案第２７号別海町障害者地域生活支援事業
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条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

福祉部次長。

○福祉部次長（佐藤英敏君） 議案第２７号別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を

改正する条例の制定について内容を説明いたします。

本件につきましては、根拠法令の障害者自立支援法の一部改正に伴い、法律名が障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、通称障害者総合支援法に変わ

り、平成２５年４月１日から施行されます。これに伴う条文の整備であります。

条例の内容は、議案資料で説明します。

資料の１３ページです。

新旧対照表、右側、改正前の第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものです。

なお、附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行するというものです。

以上、議案第２７号の内容説明とします。

○議長（渡 政 君） 議案第２７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第２８号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２０ 議案第２８号別海町障害程度区分判定等審査

会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。

内容について説明を求めます。

福祉部次長。

○福祉部次長（佐藤英敏君） 議案第２８号別海町障害程度区分判定等審査会の委員の定

数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について内容説明をいたします。

本案につきましても根拠法令の障害者自立支援法の一部改正に伴い、法律名が変わるこ

とによる条文の整備です。

改正内容につきましては、議案資料で説明いたします。

資料の１４ページです。

新旧対照表、右側の改正前の第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものです。

附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行するというものでございます。

以上、議案第２８号の内容説明とします。

○議長（渡 政 君） 議案第２８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────
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◎日程第２１ 議案第２９号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２１ 議案第２９号別海町児童デイサービスセン

ター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

福祉部次長。

○福祉部次長（佐藤英敏君） 議案第２９号別海町児童デイサービスセンター条例の一部

を改正する条例の制定について内容を説明いたします。

本件は、条例の根拠法令が障害者自立支援法から児童福祉法に変わることに伴う関係条

文の整備であります。

改正内容は、議案資料で説明します。

資料の１５、１６ページです。

新旧対照表、右側、改正前の第２条中「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３

号。）」を「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。）」に改め、次に、改正前の第４

条中「法第５条第７項に規定する児童デイサービスに係る事業（以下「児童デイサービ

ス」という。）を「法第６条の２第２項に規定する児童発達支援及び法第６条の２第４項

に規定する放課後等デイサービスに係る事業（以下「障害児通所支援」という。）に改め

ます。

三つ目に、改正前の第６条第１号中「法第１９条第１項」を「法第２１条の５の５第１

項」に改め、改正前の「介護」の部分を「通所」に改めます。

四つ目に、改正前の第８条中「児童デイサービス」を「障害児通所支援」に改めます。

「法第２９条第３項」を「法２１条の５の３第２項」に改めるものです。

なお、附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行するというものでありま

す。

以上、議案第２９号の内容説明とします。

○議長（渡 政 君） 議案第２９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２２ 議案第３０号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２２ 議案第３０号別海町ごみ処理場条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 議案第３０号別海町ごみ処理場条例の一部を改正する条例

の制定について内容を説明いたします。

本件につきましては、別海町ごみ焼却施設が国のごみ処理に係るダイオキシン類発生防

止等ガイドラインの策定を受け、平成１４年１２月から焼却施設の使用を廃止されている

ことから、今回、条例の見直しを行い、一部改正しようとするものでございます。

改正条文につきましては、議案第３０号資料１７ページをごらんいただきたいと思いま

す。
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別海町ごみ処理場条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。

右側が現行条例、左側が改正案で、第２条の表中を今回改正しようとするところでござ

います。

改正前の下線部の名称、「別海町ごみ焼却処理場」を改正後、「別海町ごみ処理場」に

改めるものでございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。

以上で、議案第３０号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第３１号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２３ 議案第３１号別海町公衆トイレ設置条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 議案第３１号別海町公衆トイレ設置条例の一部を改正する

条例の制定について内容を説明いたします。

本件につきましては、現在、別海町公衆トイレ設置条例により、１４カ所の公衆トイレ

を福祉部において一元管理しているところです。従来の公衆トイレ像から、誰もが快適で

配慮の行き届いたトイレが社会的に求められている中で、このたび各公衆トイレ周辺の公

共施設を管理する関係部署と、利用者のニーズに合った公衆トイレのあり方について協議

を行い、最終的には５カ所のトイレを従来どおり公衆トイレとして管理し、他の９トイレ

については一つのトイレの廃止を除き、各公共施設の附帯施設として所管がえを行うた

め、条例の一部改正をしようとするものでございます。

改正条文については、議案資料により説明させていただきますので、議案第３１号資料

１８ページをお開き願います。

別海町公衆トイレ設置条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。

右側が現行条例、左側が改正案で、第２条の表を今回改正しようとするところでござい

ます。

改正前の下線部分の別海町総合スポーツセンター公衆トイレ、コミュニティセンター公

衆トイレ、トドワラ休憩所公衆トイレ、トドワラ公衆トイレ、西春別運動公園公衆トイ

レ、西春別駅前柏公衆トイレ、それから１９ページの中西別公衆トイレ、町民憩の森公衆

トイレ、野付竜神岬公衆トイレの９公衆トイレを削除し、左側の５トイレに改正しようと

するものでございます。

また、この中で、走古丹、本別海の２公衆トイレにつきましては、附帯施設となる本施

設がないことから、従来どおり公衆トイレとして管轄するものでございます。

なお、附則といたしまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行するというもの

でございます。

以上で、議案第３１号の内容説明を終わります。
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○議長（渡 政 君） 議案第３１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

１５番中村議員。

○１５番（中村忠士君） 説明の中で、これ恐らく各地域の関係機関等との協議もあった

のではないかなというふうに思うのですが、そこら辺の協議の状況、もう少し教えていた

だければと思います。

○議長（渡 政 君） 町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 中村議員の御質問にお答えしたいと思います。

先ほど、公衆トイレの改正ということで、一部説明の中で中西別の公衆トイレ廃止する

ということで、これについては事前に地元の同意を得て廃止という方向で進めるというと

ころでございます。

○議長（渡 政 君） 中村議員。

○１５番（中村忠士君） そのことについてはわかりました。

他の所管がえをするトイレについては、所管がえですから、施設に附帯する施設として

ということでの所管がえという御説明でしたから、管理が移るのだろうと思うのですね。

それには、地域にもかかわってくるというふうに想像するのですが、それはないのです

か。もしあるとすれば、そこら辺、もうちょっと詳しく教えてください。

○議長（渡 政 君） 町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 御質問にお答えいたします。

その地域にかかわってくるかどうかということですけれども、今回の所管がえについて

は、各部署と十分協議いたしまして所管がえをするということで、管理の面については、

それぞれ所管がえを行ったとしても従来どおりのトイレの使い方、それから地域の方の理

解をもとに使用されていくということで、特に今回の所管がえについては、管理の面も含

めて従来どおりの方向で行くと、私どもはそう理解しております。

○議長（渡 政 君） 中村議員、よろしいですか。

ほかに質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第３２号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２４ 議案第３２号別海町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（半田三喜男君） 議案第３２号別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定について内容を説明いたします。

本件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律、通称いわゆる地域主権一括法が施行されたことにより、国が法令などで一律に

決定して自治体に義務づけられていた基準などの一部を、自治体がみずから条例で定める

ことになったことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定められていた技

術管理者の資格を国の基準と同じ内容で条例に加え、条例の一部を改正しようとするもの
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でございます。

それでは、議案資料で説明いたします。

議案第３２号資料２０ページでごらんいただきたいと思います。

別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございま

す。

右側が現行条例、左側が改正案です。

改正前の目次は、第４章までとなっておりますが、改正後は第５章までに改めるもので

ございます。また、改正の欄では、第３章の技術管理者に、技術管理者の資格として第２

５条を加えるもので、条文の内容については要約して説明をいたします。

まず、２１ページの第１号、２号は、技術士法に基づく資格及び経験年数を定めるもの

です。３号は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２０条で定める環境衛生指導員の職に

あった者。４号から２３ページまでの９号までは、学歴に基づく資格、あるいは廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。また、第１０号は、１０年以上の

廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験年数を有する者。最後に、第１１号で

は、第１号から第１０号までの各項に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

られる者と定められるものであります。

以下、条項をそれぞれ繰り下げるものです。

附則といたしまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行するというものでござ

います。

以上で、議案第３２号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２５ 議案第３３号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２５ 議案第３３号別海町北海道営草地整備改良事

業並びに公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。

内容について説明を求めます。

農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 議案第３３号別海町北海道営草地整備改良事業並びに公社営

畜産基地建設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたしま

す。

この一部を改正する条例につきましては、北海道及び北海道農業公社が実施する農業基

盤整備事業により、受益を受ける者から町が分担金を徴収する根拠として制定していると

ころでございます。

平成２４年４月１日付でもって、財団法人北海道農業開発公社が公益財団法人北海道農

業公社に名称変更されたことに伴い、条例の一部改正を行うものであります。

また、今回の一部改正に伴い、今後も多様な農業基盤整備事業の実施を想定し、事業名

の変更や新規事業の追加に対して柔軟な条例運用を可能とするよう、題名や条文構成を一
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部見直す内容も含まれております。

それでは、議案書の説明は議案資料の２６ページにあります新旧対照表により御説明い

たします。

２６ページをお開きください。

別海町北海道営草地整備改良事業並びに北海道営畜産基地建設事業分担金徴収条例の一

部を改正する条例新旧対照表でございます。

右側が改正前、左については改正後となっております。

まず、名称でございますけれども、改正前の下線部分について、別海町農業基盤整備事

業分担金徴収条例といたします。

徴収の根拠、改正前の１条でございますけれども、趣旨としまして、この条例は次の条

に定める事業に要する費用について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条

の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

改正前の分担金の額、２条でございますが、改正後、納付義務者、分担金は、次に掲げ

る事業の施行によって利益を受ける者（団体を含む。以下「受益者」という。）から徴収

する。第１号として北海道営草地整備改良事業、２号として北海道農業公社が実施する農

業基盤整備事業。次のページをめくっていただきますと、第３号その他上記に附帯する事

業。

改正前の納付義務者、３条でございますが、改正後、分担金の額、受益者から徴収する

分担金の額は、年度ごとに、前条各号に掲げる事業に要する費用のうち国又は北海道が負

担若しくは補助する額を控除した額の範囲内で、その施行に係る地域内にある土地の利益

を勘案し、町長が定める。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。

以上で、議案第３３号の説明といたします。

○議長（渡 政 君） 議案第３３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２６ 議案第３４号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２６ 議案第３４号別海町営畜牛育成牧場の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 議案第３４号別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について内容を説明いたします。

町営牧場は、昭和４６年度より始まり、酪農畜産経営の振興による農家経営の安定と労

働力の軽減を図ってきたところでございます。平成２４年度から指定管理制度の導入によ

り、有限会社別海町酪農研修牧場にて運営が行われているところでございます。

これまでも中山間事業を利用した草地整備改良等を進めておりますけれども、経年劣

化、エゾシカの食害も加わり、９００ヘクタールの草地管理には苦労をしているところで

ございます。利用者の声に応えるべく、草地管理を行っておりますが、本年度においては
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昨年と同程度の夏季預託頭数を受け入れることができておりません。今後も利用者の要望

頭数に応えるためにも適切な飼養管理に加えて、肥培管理が行えるよう近隣の公共牧場の

利用料金を参考とし、育成牧場の収支均衡を図る料金体制に改正する内容でございます。

それでは、議案書の説明は議案資料２８ページにあります新旧対照表に基づき御説明い

たします。

別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表で

ございます。

右側は改正前、左側は改正後となっております。

黒枠でもって囲われている部分について、改正後の説明をさせていただきます。

預託牛、１頭、１日につき放牧牛２４０円、人工授精対象牛及び受精卵移植対象牛３３

０円、舎飼４６０円、１頭につき受精卵移植対象牛捕獲料２,６３０円。預託馬としまし

て、１頭につき重種２４０円、軽種、中間種、在来種２２０円、ポニー、子馬、１歳、当

歳子でございますけれども、１７０円。

以上、議案第３４号の説明とさせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第３４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２７ 議案第３５号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２７ 議案第３５号尾岱沼ふれあいキャンプ場条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

商工観光課長。

○商工観光課長（大槻祐二君） 議案第３５号尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部を改

正する条例の制定について内容を御説明いたします。

議案書の２３８ページをお開き願います。

現在、尾岱沼ふれあいキャンプ場の運営管理につきましては、指定管理者により行って

おります。本来、指定管理者が施設の使用料金等を収受する場合、条例に明記されている

ことが原則でありますが、このほど条例に明記されていない一部の使用料金があることが

わかりましたので、改正するものであります。

それでは、議案書の朗読は省略させていただき、改正部分につきまして別冊の議案資料

で説明をさせていただきます。

議案資料の３０ページをお開きください。

尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部を改正する条例新旧対照表です。

左側が改正後、右側が改正前となっております。

左側の改正後で説明いたします。

別表２、使用料に、次のように加えるものであります。

太枠で囲っております。温水シャワー、１回につき１００円。洗濯機、１回につき２０

０円。乾燥機、１回につき１００円。

附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。
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以上で、議案第３５号の内容説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第３５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第３６号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２８ 議案第３６号別海町ふれあいランド条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

商工観光課長。

○商工観光課長（大槻祐二君） 議案第３６号別海町ふれあいランド条例の一部を改正す

る条例の制定について内容を御説明いたします。

議案書の２３９ページをお開き願います。

別海町ふれあいランド条例の一部を改正する件につきましても議案第３５号同様に、条

例に明記されていない一部の使用料金があることがわかりましたので、改正するものであ

ります。

それでは、議案書の朗読は省略させていただき、改正部分につきまして別冊の議案資料

で説明させていただきます。

議案資料の３１ページ、３２ページをごらんください。

別海町ふれあいランド条例の一部を改正する条例新旧対照表です。

左側が改正後、右側が改正前となります。

左側の改正後で説明をさせていただきます。

別表、使用料に次のように加えるものです。

３２ページの黒枠で囲っているところですが、野外炉、１台、１回につき５００円。電

気コンセント、１回路、１回につき２００円。洗濯機、１回につき２００円。乾燥機、１

回につき１００円。

附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

以上で、議案第３６号の内容説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第３６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

１４番戸田議員。

○１４番（戸田憲悦君） ちょっとお尋ねいたします。

条例に、料金明示がされてなかったので明記すると、つけ加えるということでございま

すけれども、明記しないでおいて料金徴収はしていたのですか、その辺のところ。前の

キャンプ場の件もそうですけれども、ちょっとお尋ねしたいと思います。

○議長（渡 政 君） 商工観光課長。

○商工観光課長（大槻祐二君） 戸田憲悦議員の御質問にお答えしたいと思います。

徴収はしておりました。

以上です。
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○議長（渡 政 君） 戸田議員。

○１４番（戸田憲悦君） ちょっとわかりませんけれども、明記していないけれども、徴

収していたということは、収入には計上していたわけですね。条例にないものを貸して、

無償ならいいけれども、徴収していたということは、どのような形になるのですかな、お

答え願います。

○議長（渡 政 君） 商工観光課長。

○商工観光課長（大槻祐二君） 本来あってはならないことというふうに認識しておりま

す。まことに申しわけないと思っている次第でございます。

以上です。

○議長（渡 政 君） ということだそうでございますが。（「わかりました」の声あ

り）

ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２９ 議案第３７号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２９ 議案第３７号別海町営住宅条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（小西健夫君） 議案第３７号別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定

についての内容を御説明いたします。

議案の２４０ページをお開きください。

本条例の改正につきましては、平成２３年度地域主権改革一括法が公布され、公営住宅

法の一部改正に伴い、国で定める基準を参酌して、事業主体が条例で定めることとなりま

した。このことから、町営住宅等の整備基準を追加するものです。

また、福島復興再生特別措置法に伴う規定の整備及び暴力団排除の一層の推進を図るた

め、所要の改定を行うものでございます。

議案の朗読につきましては省略させていただき、議案資料にて御説明をさせていただき

ます。

議案資料の３３ページをお開きください。

別海町営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。

対照表の右側が改正前、左側が改正後となっております。

改正後で御説明をいたします。

初めに、目次については章名の変更及び条項の移動、削除により、第１章総則（第１条

－第３条）、第２章町営住宅等の整備基準（第３条の２－第３条の１７）、第８章補則、

（第７１条－第７８条）に改めるものです。

次に、３４ページ上段、第１条、この条例の目的中に、設置の次に整備を加え、整備基

準を定めるに当たり、目的に追加したものです。

続きまして、第３条、町営住宅等の設置、第１項及び第２項については改正前、第２章

町営住宅の設置に定めておりましたが、改正後は第１章総則に繰り上げるものです。

続きまして、第２章の章名を町営住宅等の整備基準に改め、次の３５ページ、第３条の
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２から第３条の１７第２項までの全１６条を新たに加えるものです。

その内容として、３５ページ、第３条の２町営住宅等の整備基準から、第３条の５費用

の縮減への配慮については、公営住宅等の整備に当たっての基本的な理念、配慮事項につ

いて定めております。

第３条の６位置の選定及び第３条の７敷地の安全等については、敷地の位置の選び方及

び敷地の状況に応じて行われるべき安全措置について定めています。

次に、第３条の８住棟等の基準については、住棟等の建築物は敷地内及びその周辺の良

好な居住環境を確保した配置とすることを定めています。

次に、第３条の９住宅の基準、第１項から第５項までは住宅に防火、避難及び防犯措

置、省エネ対策、遮音性能の確保、劣化軽減を図る措置及び維持管理・更新への配慮を講

じるよう規定しています。

次に、第３条の１０住戸の基準、第１項から第３項までは、１戸の床面積の合計を２５

平方メートル以上と規定するとともに、各戸に設ける設備及び化学物質の発散に係る支障

防止を規定しています。

次に、第３条の１１住戸内の各部及び第３条の１２共用部分では、住戸内及び共用部の

移動の利便性及び安全性の確保を図る、いわゆるバリアフリーについて規定しています。

第３条の１３附帯施設から第３条の１７通路については、附帯施設、児童遊園地、集会

所、広場緑地及び通路の共同施設に対し、入居者の衛生、利便性、居住環境及び安全措置

を定めております。

次に、第６条入居者の資格、第３項中に被災者及び福島再生特別措置法（平成２４年法

律第２５号）第２０条第１項に規定する居住制限者（次条第２項において「居住制限者」

という。）に改め、福島での原子力災害において指定された避難指示区域に平成２３年３

月１１日において居住していた、いわゆる居住制限者に対して入居の資格を認めるもので

す。

また、第７条入居資格の特例、第２項中第６号までの次に、被災等及び居住制限者に当

たっては、同項第４号及び第６号を加え、居住制限者に同居親族及び収入要件の入居資格

を緩和して、町営住宅への入居を可能としたものです。

次に、４３ページ、４２条住宅の明渡し請求、第６号を入居者又は同居者が暴力団員で

あることが判明したときに改め、これまで入居者が暴力団であると判明した場合、明け渡

しの勧告を行い、勧告に従わなかった場合に初めて明け渡し請求を行いましたが、改正後

は暴力団員であることが判明した時点で、明渡し請求が行えるようにするものです。

次に、７４条敷地の目的外使用中、敷地の一部についてと改め、整備基準の制定に伴い

文言の統一を図ったものです。

続きまして、改正前の７７条勧告の規定については、暴力団の排除に伴う規定の見直し

により、勧告が必要なくなったことから削除するとともに、以降の条項を７７条、７８条

に繰り上げるものです。

最後に、附則の第１項として、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただ

し、第６条及び第７条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

第２項として、この条例の施行の際、現に存する町営住宅等、現に新築工事中のものを

含むであって、この条例によって改正後の別海町営住宅条例第２章の規定に適合しないも

のについては、同章の規定（その適合しない部分に限る。）は、適用しないとするもので

す。
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以上で、議案第３７号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

１番木嶋議員。

○１番（木嶋悦寛君） 第６条の３項、それから第７条の２項にある入居要件のことにつ

いてちょっと伺います。

これは震災被災で住宅を失った人、そして原発の影響で居住制限を受けている人、この

人たちだけということになるのでしょうか、入居要件については。そういうことなので

しょうか、ちょっと伺います。

○議長（渡 政 君） 管理課長。

○管理課長（小西健夫君） ただいまの御質問にお答えいたします。

今回追加した部分につきましては、福島復興再生措置法に基づく原子力発電所の事故で

避難されている方を対象としています。

以上でございます。

○議長（渡 政 君） 木嶋議員。

○１番（木嶋悦寛君） 何でこういう質問をしたかというと、現在、住宅、要するに制限

区域外の人でも放射線量が高いために、自主的に避難されている方がいらっしゃるのです

よね。あとは、住んでいるのだけれども、子供たちの健康被害を懸念されて、保養という

ことで一時的に居住地を離れて、転地療養的に一定期間よそで暮らして、子供たちの被曝

の影響を改善するというようなことも行われているのですが、そうしたことに対応できる

ようなその辺は、視野に入っているのかどうかというのをお伺いしたいなと思いまして質

問しました。お願いします。

○議長（渡 政 君） 管理課長。

○管理課長（小西健夫君） ただいまの質問にお答えします。

あくまでも福島復興再生特別措置法で、居住制限者になっている区域内の人が対象とい

うことで、もともとの法律がそういうふうになっていますので、今回はそれ以外の方は対

象とはなっておりません。

○議長（渡 政 君） 木嶋議員。

○１番（木嶋悦寛君） 大体予想はついたのですけれども、これ町長にお願いしたいこと

でもあるのですけれども、今の甲状腺がんとか異常発生が起きているという自治体が、実

際に現実のものになってきているのですけれども、別海町内でもそうした民間で保養の受

け入れをしたいという人たちも出てきています。公的な支援もある程度必要になってくる

のではないかなと、こうした住居に関してはあるものを提供するというわけですから、予

算をかけてとかということではないと思いますので、すぐにでもできるようなことなのだ

ろうなと思いますので、ぜひこの辺を考えに入れていただいて町営住宅、条例改正される

機会ですので、そうしたことも盛り込んで、町長が認めたものは入ることができるという

項目もありますので、ぜひその辺を進めていただきたいなというふうに考えますが、いか

がでしょうか。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） 御質問にお答えをいたしたいと思います。

以前も福島に限らず宮城・岩手含めて、被災地の皆さんのそういう要望・要請があれ
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ば、町としてそういう皆さんのお引き受けに対して、支援していきますよということもあ

りましたので、当然、そういう人たちの今後要望というものがあれば、それに沿った形で

対応していくということを検討させていただきます。

○議長（渡 政 君） 木嶋議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３０ 議案第３８号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３０ 議案第３８号別海町水道事業給水条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

建設水道部次長。

○建設水道部次長（永野寛昭君） 議案第３８号別海町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例の制定について内容を説明いたします。

地域主権改革一括法が公布されたことにより、水道法が平成２４年４月１日付で一部改

正、施行されております。このことから、水道法施行令及び水道法施行規則で定められて

いた布設工事監督者を配置する工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格の

基準等が条例に委任されたことにより、これらを新たに追加し、別海町水道事業給水条例

の一部を改正するものであります。

それでは、議案資料により説明をいたします。

議案資料４６ページの新旧対照表をごらんください。

初めに、目次及び次ページになりますけれども、第１条目的に、布設工事監督者の配置

基準及び資格基準並びに水道技術者の資格基準を新たに加えることから、改正前の第３章

の２から第６章までを第４章から第８章まで及び第１条を記載のとおり追加し、改めるも

のであります。

次に、４７ページになります。

第３９条で、布設工事監督者を配置する工事の種別を定め、４８ページから５０ページ

の上段になりますけれども、第４０条では、布設工事監督者の資格を学歴ごとに、技術上

の実務に従事した経験年数等を定めております。

また、５０ページになりますけれども、第４１条では、水道技術管理者の資格基準を第

４０条と同じく学歴ごとに技術上の実務に従事した経験年数等を定めております。

以上、第３９条から第４１条までは、条例に委任された資格基準等を制定したものであ

ります。

なお、これらの制定により、５１ページになりますけれども、改正前、第６章及び第３

９条をそれぞれ第８章、第４２条に繰り下げ改めるものであります。

議案朗読については省略をいたします。

附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

以上で議案第３８号の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。
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（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３１ 議案第３９号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３１ 議案第３９号別海町下水道条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

建設水道部次長。

○建設水道部次長（永野寛昭君） 議案第３９号別海町下水道条例の一部を改正する条例

の制定について内容を説明いたします。

地域主権改革一括法が公布されたことにより、下水道法が平成２４年４月１日付で一部

改正、施行されております。このことから、下水道法施行令で定められていた公共下水道

排水施設及び処理施設の構造の技術上の基準及び排水施設及び処理施設に共通する構造の

技術上の基準並びに終末処理場の維持管理内容が条例に委任されたことにより、これらを

新たに追加し、別海町下水道条例の一部を改正するものであります。

また、現条例の不備を補うために、条項の追加、修正を合わせて行うものであります。

それでは、議案資料により説明をいたします。

議案資料５２ページの新旧対照表をごらんください。

初めに、目次に構造の技術上の基準を新たに加えることから、改正前の第４章から第５

章までを第４章から第６章に記載のとおり、改めるものであります。

次に、５７ページになりますけれども、第１９条で、公共下水道の構造の技術上の基準

を第２０条で排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準を５項目、５８ページ

になりますけれども、第２１条で排水施設の構造の技術上の基準を同じく５項目、また、

５９ページの下段になりますけれども、第２２条で処理施設の構造の技術上の基準を第２

０条で定めたほか２項目、第２３条で適用除外内容及び６１ページになりますけれども、

第２４条で終末処理場の維持管理に必要な措置内容５項目を新たに加え、それぞれの施設

の構造の技術上の基準等を条例で制定するものであります。

以上が、条例に委任された条文であります。

合わせて第８条、５２ページから５３ページになりますけれども、特定事業所からの下

水排除の制限、５３ページの下段になりますけれども、第９条において現条例の不備を記

載のとおり改め、また、条項が追加されたことに伴い、改正前、６２ページになりますけ

れども、第４章を第５章に及び改正前第１９条から６５ページの第２９条までを、第２５

条から第３５条に記載のとおり改めるものであります。

５５ページに戻っていただきまして、第１２条、下水排水の制限で、使用者が生ごみ等

を処理するため、ディスポーザー（生ごみ等を破砕して汚水により排出するものをい

う。）を使用し、公共下水道にこれらを排除してはならない。ただし、規則で定めるディ

スポーザー排水処理システム等を利用する場合は、この限りではないの条文は、終末処理

場等に過大な負荷となるディスポーザーの使用の禁止及び条件つきで規制する条項を新た

に追加するものであります。

第１４条、使用料の徴収及び第１７条、５６ページになりますけれども、第１７条、汚

水排水量の認定は、文言の精査及び条項の不備を記載のとおり改めるものであります。

朗読については、省略をいたします。
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６６ページになります。

附則として、第１項、施行期日。この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

第２項、経過措置。この条例の施行日に既に存する施設で、第２０条から第２２条の規

定に適合しないものについては、これらの規定（その適合しない部分に限る。）は、なお

従前の例による。ただし、施行日後の改築（災害復旧として行われるもの及び公共下水道

に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。）の工事に着手したものの当該

工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

以上で、議案第３９号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

ここで、１０分間休憩いたします。

午後 ２時０２分 休憩

──────────────

午後 ２時１２分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第３２ 議案第４０号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３２ 議案第４０号別海町集落排水施設設置条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

建設水道部次長。

○建設水道部次長（永野寛昭君） 議案第４０号別海町集落排水施設設置条例の一部を改

正する条例の制定について内容を説明いたします。

今回の別海町下水道条例の一部改正に伴い、別海町集落排水施設設置条例が下水道条例

の一部を準用していることから、これらに係る条文を精査し、別海町集落排水施設設置条

例の一部を改正するものであります。

また、現条例の不備を補うために条項の追加、修正を合わせて行うものであります。

それでは新旧対照表により説明をいたします。

議案資料の６７ページをごらんください。

初めに、６８ページになりますけれども、第１２条、下水道条例の準用で、別海町下水

道条例一部改正により、改正前の６９ページになります。改正前の下線部分を第４章（構

造の技術上の基準）、第５章（第３０条から第３２条）に、及び１４条第４項４号を記載

のとおり改めるものであります。

次に、６７ページに戻りまして、第７条で（除害施設の設置）、第８条で（使用料の徴

収）を文言の精査及び条項の内容不備を記載のとおり改め、７０ページになりますけれど

も、第１５条及び第１６条に、見出しの（料金を免れた者に対する過料）及び（両罰規

定）を加えて、合わせて一部改正するものであります。

附則として、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

なお、議案の朗読については省略をさせていただきます。
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以上で、議案第４０号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第４０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３３ 議案第４１号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３３ 議案第４１号町立別海病院特別対策基金条例

を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（河嶋田鶴枝君） 議案第４１号の内容を御説明いたします。

議案２５５ページをお開きください。

議案第４１号町立別海病院特別対策基金条例を廃止する条例の制定について。

本件につきましては、新病院の建設に当たり、旧病院取り壊しに伴う起債の繰り上げ償

還金や補助金の返還により、多額の病院会計への一般会計からの繰り出しが見込まれたた

め、一般会計における財源の平準化の観点から、町立別海病院特別対策基金を造成してお

りましたが、このたび新病院が完成し、旧病院の取り壊しを行い目的を終えることから、

この条例を廃止するものです。

議案本文を朗読します。

町立別海病院特別対策基金条例を廃止する条例。

町立別海病院特別対策基金条例（平成２０年別海町条例第１１号）は、廃止する。

附則。この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

以上で、議案第４１号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第４１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３４ 議案第４２号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３４ 議案第４２号別海町酪農畜産振興資金貸付基

金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 議案第４２号別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止す

る条例の制定について内容を御説明いたします。

この基金につきましては、本町の酪農畜産の永続的な発展と快適な農村を形成する目的

に、平成４年度から基金を積み立て、平成５年度から町内農協を通じ、堆肥盤整備、スラ

リーポンプ、トラクター及び附属品、乳牛導入などの施設整備等を行う農家に貸し付けが

行われております。
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整備の内容でございますけれども、経営の改善、合理化、農業経営に関する事業という

ことで、農業施設の新設、改築、農業機械導入、家畜導入等によりまして２７２件、次に

農家環境整備に関する事業としまして、農場内の舗装、花壇の造成等々によりまして１３

３件、その他１件の貸し付けがあり、合わせて４０６件となっております。

なお、整備基金の積み立てでございますけれども、平成４年から５億５,０００万円を

積み立てております。

この基金につきましては、平成１５年度におきましても環境整備、家畜ふん尿整備につ

いて、家畜ふん尿施設に限って貸し付けをする考えもございました。しかし、平成１６年

１１月に完全施行する家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法の完全施行

を見据えて、未整備農家が早期に堆肥舎整備を行う手法としまして、農協資金を利用する

農家に対し、新たな補助事業が創設されております。

事業の中身でございますけれども、家畜環境整備促進利子補給事業ということで、平成

１５年度より平成２９年度までの１５年間でもって利子補給をしているところでございま

す。融通期間につきましても、平成１５年４月１日から２０年３月３０日までに受けたも

のとしまして、合計で８４件がこの対象事業を受けております。

また、農家の環境整備を目的とする基金でありましたことから、中山間等直接支払交付

金事業などは、地域の課題解決に向けた独自の共同取り組み活動が行われておるところで

ございます。

ここも紹介させていただきますと、中山間事業については、平成１２年度より１、２、

３期ということで、今、途中期中でございますけれども、国費において５９億円、道費に

おいて２９億５,０００万円、町費においても２９億５,０００万円が地域の課題解決に向

けて共同取り組み活動７５億円、個人配分については４３億円の内訳で進んでいるところ

でございます。

このことで、平成１５年６月議会に中山間直接支払交付金事業、家畜排せつ物施設整備

事業など各種事業が実施されており、この基金の事業目的の達成のためにもこの基金を充

当し、運用する条例の一部改正が行われております。このようなことから、平成１５年度

から新たな貸し付けは行っておりません。

なお、償還金は、一般会計への繰りかえ運用されているところでございます。

よって、この本基金については、平成５年度から１４年度までの１０年間で経営の改

善・合理化等農業経営に関する事業、農家環境に関する事業等に対して、先ほども述べま

したが、４０６件、５億５,０００万円の原資をもとに９億９,９３４万円を無利子で貸し

付けし、平成２４年度にて償還が終了するところでございます。

このことから、別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する提案を行うものでござ

います。

それでは、議案書の朗読をもって説明にかえさせていただきます。

２５６ページをお開きください。

議案第４２号別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する条例の制定について。

別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する条例を次のように制定する。

別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例を廃止する条例。

別海町酪農畜産振興資金貸付基金条例（平成５年別海町条例第２５号）は、廃止する。

附則。この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

以上、議案第４２号の説明とさせていただきます。
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○議長（渡 政 君） 議案第４２号の内容説明が終わりましたので、本件への質疑を行

います。

質疑に入ります。

５番西原議員。

○５番（西原 浩君） いろいろ数字が出てきたので、ちょっと確認したいのですけれど

も、今現在の基金の残高は幾らあるのかということと、それから基金の運用方法で、先ほ

ど一般会計に繰り入れしているということなのですけれども、その辺の運用方法について

ももうちょっと確認したい。なぜ基金でずっと積んで基金を、元金が減らないような仕組

みにしないで一般会計に入れてしまったのか、その辺のいきさつというか、を聞きたいの

が２点目です。

それから、平成１５年度以降、畜産振興資金の貸し付けは行っていないということなの

ですけれども、私も過去に利用させてもらった経緯からいって、もう基金の残高がないか

ら貸し付けできないのだというような説明を受けていました。そこで農協とかそういうと

ころにどういうような周知をして、ここの基金は今後運用していくのかということを説明

していたのか、周知方法ですね。農協、それから農家のほうへのどのような周知方法がし

ていたのかというのが３点目。

それから、いろいろ成果が何百件、２７２件ですとか１３３件ありましたけれども、

今、ＴＰＰ交渉がこれから始まる、それから昨年、ふん尿の事故等、それから雑排水処理

事故等あるということで、まだまだ投資をしなければならない状況とかあると思うので

す。そういうものに、ではどういうような対策というか対応をしていくのか、代替案とし

てはどのようなことを考えているのか。

４点ほどよろしくお願いいたします。

○議長（渡 政 君） 農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 西原議員の質問にお答えいたします。

まず第１点目でございますけれども、基金の運用につきましては、一般会計への繰り入

れ等行っておりますので、この基金についての残高については、３月３１日をもって残額

はなくなります。

２点目の基金の運用でございますけれども、この点につきましても平成１４年をもって

基金の運用については、先ほどの堆肥舎整備等の事業ですとか、中山間事業等によって行

われている観点から、以上については行われておりません。

また、条例の考え方でございますけれども、平成１５年に別海町酪農畜産振興資金貸付

金条例の一部改正が行われており、この基金の運用については他への運用等をできないこ

とから、条例の改正を提案させていただきまして、この基金を一般会計へ繰り入れること

でもって、環境整備等々に使われる内容としたところでございます。

３点目のＪＡの通知等についてでございますけれども、平成１５年からは農協等の整備

資金を使うことによって、利用について１５年からは行わない旨の農協との協議を整えて

のこういう考え方、融資に変えるという考え方になったところでございます。

昨年の家畜ふん尿等々の関係で、今後、こういう資金の運用はまだ必要ではないかとい

うことでございますけれども、期限を切って議会の中で議論を尽くしていただき、私ども

の提案しております事業等を認めていただいている点もございますので、今後についてそ

の都度状況を見ながら、いろいろな施策について原課でありますところから、当然、農協

等の協議を行う中でいろいろな施策について、今後もしていきたいと思っております。
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以上でございます。

○議長（渡 政 君） ちょっと質問にそぐわない答弁もございますので、産業振興部長

は補足ありませんか。運用の部分とか、残高の確認されていますので、もう少しはっき

り。

総務部長。

○総務部長（竹中 仁君） ただいまの御質問の中で基金の残高、現状と、それからこれ

までの基金の一般会計への繰り入れの経緯について、少し補足をさせていただきますが、

基金の残高につきましては、先ほど農政課長がお答えしたとおり、本年予算計上しており

ますけれども、この基金から一般会計へ繰り入れして、残額は３月３１日をもってゼロと

いうことになります。

この経緯ですけれども、当初、この貸付基金につきましては、基金からの名前のとおり

貸付運用という規定でございましたが、平成１５年に基金条例の改正を行いまして、当

時、この貸し付けについてはこの先予定をしないという中で、これを一般会計に繰り入れ

て、その目的のために充当することができるというような内容で基金条例の改正を行いま

した。その後、改正の趣旨に合わせまして、毎年度予算計上をさせていただきまして、主

に償還分を一般会計に繰り入れを続けながら、決算でもその旨毎年説明をさせていただい

ておりますけれども、本年をもって償還が完了いたいしますので、２４年度償還金を繰り

入れいたしまして基金条例を廃止すると、こういう経過になってございます。

経過と基金残高の状況について、それと当時の基金条例改正の経過につきましては、以

上のとおりです。

○議長（渡 政 君） 西原議員、よろしいですか。

西原議員。

○５番（西原 浩君） ということは、平成１５年の改正で、その時点で基金を廃止して

いくということが方向としては決まったと、それの流れで今があるということがわかった

のですけれども、確かに平成１５年当時というのは、平成１２年に中山間事業ができた、

それから土地利用型ができたりと、農業にとっては一番いい時代でした。それが、今、Ｔ

ＰＰの交渉が始まる、それからふん尿の処理をしなければならない、環境の問題もしなけ

ればならないという状況になると、確かに平成１５年では改正しましたけれども、農業情

勢が今変わっているのではないかなと思うのですよね。

だから、そのことに対してどう思うのかという、ちょっと町長に聞きたいのですけれど

も、きのうの行政執行方針でも、一番最初に書いてあったのは農業振興ということであっ

たのですけれども、この基金条例を廃止するに当たって、町長はどういう思いで今の状況

よしとしたのか、この提案をしたのか、その辺の提案した考え方をお聞きいたします。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） お答え申し上げます。

まず先ほど言いましたように、平成１５年の時点でこの資金、いわゆる償還が、農家の

方が借りているものでありますから、その償還が全て終わった時点、それでこの基金とい

うのはゼロになる、その時点でこの基金条例は廃止になる、これは当然の流れなのです

ね。そういう中で、先ほども言いましたように必要性、それから農協の皆さんのいろいろ

な代替の措置、国の制度含めていろいろなことができ上がってまいりましたので、この基

金については役割を終えたということの中で、今は経過をしてきております。

したがって、今回、廃止をするということについては、そういう中での当然の流れの中
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で来ている。そして毎年毎年、一般会計に償還分が入って、そして一般会計の中でそれが

使われてきたと、そういう流れであります。

そして今後のことでありますが、現在、先ほど申し上げましたように、今、農業はＴＰ

Ｐ含めていろいろな厳しい状況もまた想定をされております。これは一つの町で対応でき

る状況なのかどうか、これからの成り行きを十分注視をしながら、そして別海町の最大の

産業が酪農・畜産でありますので、それをどうやって維持発展させていくのか、これらに

ついてはまさにこの成り行きを注視をしながら、国を含めたいろいろな議論をしていく。

そういう面では、そういうことを今後、念頭に置きながらやってまいりたいと思います

し、それについてはいろいろな対策も講じる。その中の一つにどういうことが、こういう

今の基金があるのかどうか、なかなか一つの町で対応するということには難しいかなと

思っておりますが、いずれにしても今後状況を注視をしながら、町としてしっかり対応し

ていくということで、今後ともそういう成り行き含めて、また断固反対とは思っておりま

すが、それらも含めてこれから対応してまいりたいと思います。

○議長（渡 政 君） 西原議員、よろしいですか。

ほかに質問ございますか。

１５番中村議員。

○１５番（中村忠士君） 基金については、説明があったとおりだと理解をしています

が、西原議員もおっしゃったように、情勢が非常にある意味 迫をしていると、非常に緊

急な要素も出てきているということが言われましたけれども、全くそのとおりでありまし

て、この事業、貸付対象の中にとりわけ私ずっと町長とも論議をしてきたのは、経営継承

ですね。経営をどういうふうに継承していくか、担い手をどう育てていくかという問題で

この間ずっと論議もしてきましたけれども、この対象の中に農業者等の経営継承に関する

事業というのが、第３事業ということで入っています。

これは非常に大事なことであろうというふうに思いまして、この制度の精神をどこかで

生かして継続していくというようなことが考えられないか、ぜひ考えていただきたいとい

うのが趣旨でありますけれども、もし農家さんの希望などが、要望などが強くあれば、一

旦これは廃止をするとしても、仮にそうなったとしても、要望によってはこの時代に合っ

た形で復活をするという考え方、そういうことでのお考えがあるかどうかということを

ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） お答えを申し上げたいと思いますが、いずれにいたしましても町

としては、これまでも酪農・畜産については最大の基幹産業でありますので、さまざまな

対策を講じておりますし、現在もふん尿処理含めて対策を打ってきております。

今、これからの酪農という産業として発展していくためには、先ほども言いましたよう

に、大きな壁も立ちはだかることも考えられる状況もある。そういうこともありますけれ

ども、そのことについてはやはり根本的に日本の農業をどうしていくのか、そこにつな

がってくる話でありますので、今回の基金とは切り離した本当に大きな問題だと思います

ので、ぜひ今後そういう形で酪農・畜産がしっかり発展していくようなこれから議論を深

めていく、そういうことが極めて大事だと思っております。

○議長（渡 政 君） 中村議員。

○１５番（中村忠士君） 町長のＴＰＰにかかわってのお気持ちはよくわかるのですけれ

ども、ＴＰＰがどういう情勢になろうと前々から、ＴＰＰの問題が出てくる前から離農
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を、本当にどう食いとめるのかという問題は大きな課題でした。その点でこの資金がよい

ように活用できるのであれば、それを歯どめがかかるというようなことでの有用な活用が

できるのであれば、継続すべきではないかというのが私の考え方なのですが、先ほど言っ

たように別海町の今までの課題、ＴＰＰあるなしにかかわらず課題として持っていたもの

を解決するための制度として、何らかの形を考えていく必要があるのではないかという趣

旨でありますので、もう一度お願いします。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） お答え申し上げます。

先ほども言いましたように、１５年にそういう形でこの資金、基金については償還が終

わって、全てがゼロになった時点で基金条例を廃止する、そういう流れでありました。今

の段階で、この基金をさらに町として基金を積んでこれから継続していく、そういうこと

については全く考えておりません。

○議長（渡 政 君） よろしいですか。

中村議員。

○１５番（中村忠士君） 制度をそのまま復活するというのは考えてないということで

は、町長のお考えはそうだということはわかりましたけれども、経営継承、離農を食いと

める、そして別海町の別海町らしい酪農を発展させていくということでのあらゆる知恵を

行政として出していくというのは、当然ではないだろうかと。そういう観点で私は考え

て、狭い意味でこれを復活してほしいということもありますけれども、もっと広い意味で

そういう制度を創設していく、考えていく、工夫を凝らしていくという点で申し上げたつ

もりなのですが、その点でのお考えはどうですか。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） 酪農畜産農業対策、当然、我々も現状でもいろいろとやっており

ます。町のこれからの政策、行政については有効で有益な、そして効率的な形で大事な税

金でありますので、そういう形で有効に活用されるような政策というものを今後進めてい

きたいと思っております。そういう意味で、今、また基金制度これをさらに継続してとい

う状況にはないと、そのように思っております。

○議長（渡 政 君） ほかに質問ございますか。

８番安部議員。

○８番（安部政博君） 西原議員、中村議員と関連しますけれども、今、町長の考えでは

ないということですが、私は、この振興資金条例できたころ農協の役員にありまして、ウ

ルグアイ・ラウンド、あるいは減産、離農奨励までなった時代であります。その時代背景

から考えると、非常に別海町のとった政策は、タイムリーな政策でありました。ですか

ら、これからどんな情勢が来るかわかりません。今、２名の議員がおっしゃいましたよう

に、その場その場に応じてしっかりと別海町の酪農を見据えた別海町独自の政策というも

のを打ち出せる、そういった状況をこれからも考えていっていただきたいと、そういうこ

とです。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） お答え申し上げます。

できた当時、平成５年ですか、その当時は当然この基金条例をつくって、農家にいろい

ろな経営改善で、そして環境の改善、そういう意義はあったですね、ないとは全く言って

おりません。そういう形で５年を経過して、そして国のいろいろな制度、それから中山間



─ 49 ─

含めていろいろな制度ができて、その基金制度というものにかわるようなことが十分手当

てされてきたと、そういう中でこれは廃止をしていく、そういうことで決定されてきたの

だね。

したがって、これからそのものを否定するのではなくて、やはり有効かつ効率的な政策

というのが大事なので、現在の時点においては、その基金をこれからも継続していくとい

う考え方には現在立っていない、そういうことであります。

○議長（渡 政 君） 安部議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

４番今西議員。

○４番（今西和雄君） 十分に町長の言っていることは伝わっているのですが、ただ、受

けとめ方として、今まであったものが廃止されるという受けとめ方が、今のような議論に

なってきているのかなということで、もちろん十分に役割を果たしたから廃止だというの

は、当然今までの説明でわかっているのですけれども、前向きな廃止ですよということを

町長の気持ちとして、先ほど来伝えてくれた部分なのですけれども、そういう部分を自分

たちとしては、今後の酪農の発展に向けての町の姿勢としての方向性として期待している

部分があるので、その辺も含めて、十分には伝わっているのですけれども、最後にお願い

したい。

○議長（渡 政 君） 町長。

○町長（水沼 猛君） 平成１５年、当時、私も議員でありましたけれども、廃止の流れ

といいますか、これはそこで融資がそれぞれ移行しないということでありますが、廃止を

前提にそういうことが決断されたのだろうと思います。そういうところの前向きなこと

だったのかどうか、それについては判断はそれぞれ皆さんにお任せをいたしますが、いず

れにいたしましてもそれにかわるようないろいろな制度、国の制度含めて出てきたという

中で、この基金制度については、農協の皆さんとも十分協議をしながら決めたということ

でありますので、それらも含めて判断をされたのだろうと思います。

したがって、これからそういう意味で、今の急激な国を含めた流れの中でどういう農業

政策をしていくか、国を含めて、そして基幹産業、酪農畜産の町としてもしっかりそうい

う酪農の発展・維持できるような対策というものを今後とも十分考えて協議していく、努

力をしていく、十分そういうことは前向きにやっていく、そういうことであります。

○議長（渡 政 君） 今西議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３５ 議案第４４号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３５ 議案第４４号町道の路線認定についてを議題

といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（小西健夫君） 議案第４４号町道の路線認定についての内容を御説明いたし

ます。

議案の２６１ページをお開きください。
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本案は、事業の実施に伴う７路線、事業の実施計画に伴う町道４路線の計１１路線を新

規認定するため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。

議案資料により御説明させていただきます。

議案資料の７１ページをお開きください。

既に認定している町道路線数は６６８路線で、総延長１,１９４.３１２.４８メートル

となっております。今回認定分は１１路線で、１,６３８.１３メートルです。これによ

り、町道の認定は６７９路線、総延長は１,１９５.９５０.６１メートルとなり、１,６３

８.１３メートルの増となっております。

なお、町道の路線認定の位置図は、議案資料７４ページから８４ページに添付しており

ます。

説明については省略させていただきます。

以上で、議案第４４号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第４４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣告

○議長（渡 政 君） 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。

本日は、これで散会します。

なお、１１日月曜日は、午前１０時から一般質問を行います。

皆様、どうも御苦労さまでございました。

散会 午後 ２時５０分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。
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